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○
内
閣
府
令
第

号

元
号
を
改
め
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
十
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
金
融
商
品
取
引
業

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
及
び
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
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し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し

て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
金
融
商
品
取
引
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
）

（
金
融
商
品
取
引
業
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
）

第
十
六
条
の
五
の
二

令
第
十
五
条
の
十
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
十
六
条
の
五
の
二

［
同
上
］

定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
子
会
社
等
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第
三
項
に

一

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
子
会
社
等
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第
三
項
に

規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
三

規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
三

十
四
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
三
十
号
、
第
十
二
項
第
三
号
及
び
第
十

十
四
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
三
十
号
、
第
十
一
項
第
三
号
及
び
第
十

三
項
、
第
百
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
六
節
に
お
い
て
同
じ

二
項
、
第
百
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
六
節
に
お
い
て
同
じ

。
）
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
会
社
等
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第

。
）
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
会
社
等
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第

三
項
に
規
定
す
る
親
会
社
等
を
い
う
。
第
百
二
十
三
条
第
十
二
項
第
三
号
及

三
項
に
規
定
す
る
親
会
社
等
を
い
う
。
第
百
二
十
三
条
第
十
一
項
第
三
号
及

び
第
十
三
項
、
第
百
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
六
節
に
お
い

び
第
十
二
項
、
第
百
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
六
節
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
子
会
社
等

て
同
じ
。
）
の
子
会
社
等

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
）

第
六
十
二
条

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
六
十
二
条

［
同
上
］

め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
承
諾
日
に
お
け

二

［
同
上
］

る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
以

上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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［
イ
～
ヘ

略
］

［
イ
～
ヘ

同
上
］

ト

商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
（
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

ト

商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
（
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取

第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取

引
を
い
う
。
）
、
外
国
商
品
市
場
取
引
（
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
外

引
を
い
う
。
）
、
外
国
商
品
市
場
取
引
（
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
外

国
商
品
市
場
取
引
を
い
う
。
第
六
十
七
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

国
商
品
市
場
取
引
を
い
う
。
第
六
十
七
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る

び
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る

店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
第
六
十
七
条
第
二
号
並
び
に
第

店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
第
六
十
七
条
第
二
号
並
び
に
第

百
二
十
三
条
第
九
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
権
利

百
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
権
利

三

［
略
］

三

［
同
上
］

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
百
二
十
三
条

法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は

第
百
二
十
三
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
～
二
十
一
の
三

略
］

［
一
～
二
十
一
の
三

同
上
］

二
十
一
の
四

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
百
十
七
条
第
一

二
十
一
の
四

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
百
十
七
条
第
一

項
第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

項
第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

を
い
う
。
次
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
八
ま
で
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。

を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
金

）
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
（
指
定
親
会
社
を
親
会
社
（
法
第
五
十

融
商
品
取
引
業
者
（
指
定
親
会
社
を
親
会
社
（
法
第
五
十
七
条
の
二
第
八
項

七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
特
別
金
融
商
品

に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
特
別
金
融
商
品
取
引
業
者
を
除
く

取
引
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で
及
び
第
六
項

。
以
下
こ
の
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（

）
が
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指

金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で

定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で
及
び
第
六
項
に
お
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及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
協
会
規
則
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
（
協
会
規
則

い
て
「
協
会
規
則
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
（
協
会
規
則
を
定
め
る
金
融
商

を
定
め
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者

品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
に
あ
っ
て
は
、
金

に
あ
っ
て
は
、
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の

融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の
六
に
お
い
て
同
じ

六
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
（

。
）
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
（
外
国
為
替
相
場
の

外
国
為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
当
該
金
融

変
動
そ
の
他
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
に

商
品
取
引
業
者
に
生
ず
る
損
失
を
計
算
し
、
経
営
の
健
全
性
に
与
え
る
影
響

生
ず
る
損
失
を
計
算
し
、
経
営
の
健
全
性
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
こ
と

を
分
析
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の
六
並
び
に
第
六
項
に

を
い
う
。
次
号
及
び
第
二
十
一
号
の
六
並
び
に
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

［
二
十
一
の
五
・
二
十
一
の
六

略
］

［
二
十
一
の
五
・
二
十
一
の
六

同
上
］

二
十
一
の
七

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商

［
号
を
加
え
る
。
］

品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融

庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
第
七
項
に
お
い

て
「
協
会
規
則
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
（
協
会
規
則
を
定
め
る
金
融
商
品

取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
金

融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
）
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
情
報
を
保

存
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

二
十
一
の
八

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
協
会
規

［
号
を
加
え
る
。
］

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

関
す
る
情
報
を
、
そ
の
所
属
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
協
会
規
則
を
定

め
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に

あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
本
店
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
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あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
）
）
に
報
告
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

二
十
一
の
九

［
略
］

二
十
一
の
七

［
同
上
］

二
十
一
の
十

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

二
十
一
の
八

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

の
う
ち
、
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
当
該
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
が
連

の
う
ち
、
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
当
該
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
が
連

携
金
融
商
品
債
務
引
受
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
連
携
清
算
機
関
等
を
含
む

携
金
融
商
品
債
務
引
受
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
連
携
清
算
機
関
等
を
含
む

。
第
十
三
項
第
一
号
ハ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
取

。
第
十
二
項
第
一
号
ハ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
取

引
清
算
機
関
が
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
基
づ
く
債
務
を
負
担
す
る

引
清
算
機
関
が
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
基
づ
く
債
務
を
負
担
す
る

も
の
又
は
令
第
一
条
の
十
八
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も

も
の
又
は
令
第
一
条
の
十
八
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も

の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
、
第
九
項
、
第
十
一
項
並

の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
、
第
八
項
、
第
十
項
並
び

び
に
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
変
動
証
拠
金
（
非
清
算
店
頭
デ

に
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
変
動
証
拠
金
（
非
清
算
店
頭
デ
リ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
時
価
の
変
動
に
応
じ
て
、
当
該
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
時
価
の
変
動
に
応
じ
て
、
当
該
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
に
貸
付
又
は
預
託
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

ブ
取
引
の
相
手
方
に
貸
付
又
は
預
託
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「

「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
、

、
第
十
項
並
び
に
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
行

第
九
項
並
び
に
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を

為
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

イ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
ご
と
に
、
非
清
算
店
頭
デ

イ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
ご
と
に
、
非
清
算
店
頭
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
時
価
の
合
計
額
及
び
相
手
方
か
ら
預
託
等
が
さ
れ
て

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
時
価
の
合
計
額
及
び
相
手
方
か
ら
預
託
等
が
さ
れ
て

い
る
変
動
証
拠
金
の
時
価
（
変
動
証
拠
金
が
第
十
項
に
規
定
す
る
資
産
を

い
る
変
動
証
拠
金
の
時
価
（
変
動
証
拠
金
が
第
九
項
に
規
定
す
る
資
産
を

も
っ
て
充
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算

も
っ
て
充
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出

出
さ
れ
る
当
該
資
産
に
係
る
代
用
価
格
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ

さ
れ
る
当
該
資
産
に
係
る
代
用
価
格
を
い
う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。

。
）
の
合
計
額
又
は
当
該
相
手
方
に
預
託
等
を
し
て
い
る
変
動
証
拠
金
の

）
の
合
計
額
又
は
当
該
相
手
方
に
預
託
等
を
し
て
い
る
変
動
証
拠
金
の
時

時
価
の
合
計
額
を
毎
日
算
出
す
る
こ
と
。

価
の
合
計
額
を
毎
日
算
出
す
る
こ
と
。

［
ロ
～
ホ

略
］

［
ロ
～
ホ

同
上
］
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二
十
一
の
十
一

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項

二
十
一
の
九

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第

第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
通
貨
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
元
本
と
し

五
号
に
掲
げ
る
取
引
（
通
貨
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
元
本
と
し
て

て
定
め
た
金
額
に
相
当
す
る
金
銭
又
は
金
融
商
品
（
同
条
第
二
十
四
項
第
三

定
め
た
金
額
に
相
当
す
る
金
銭
又
は
金
融
商
品
（
同
条
第
二
十
四
項
第
三
号

号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
授
受
す
る
こ
と
を
約
す
る
部
分
を
除
く
。

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
授
受
す
る
こ
と
を
約
す
る
部
分
を
除
く
。
以

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
当
初
証
拠
金
（
非
清
算
店
頭
デ
リ

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
当
初
証
拠
金
（
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
将
来
発
生
し
得
る
費
用
又
は
損
失
の
合
理
的
な
見

テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
将
来
発
生
し
得
る
費
用
又
は
損
失
の
合
理
的
な
見
積

積
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
潜
在
的
損
失
等
見
積
額
」
と
い
う
。
）
に

額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
潜
在
的
損
失
等
見
積
額
」
と
い
う
。
）
に
対

対
応
し
て
預
託
等
を
す
る
証
拠
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
項
及
び
第

応
し
て
預
託
等
を
す
る
証
拠
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
九
項
及
び
第
十

十
一
項
並
び
に
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

項
並
び
に
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て

し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状

る
状
況

況

イ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
と
の
間
で
次
に
掲
げ
る
事

イ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
と
の
間
で
次
に
掲
げ
る
事

由
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
相
手
方
と
の
間
に
お
け
る
非
清
算
店
頭
デ
リ

由
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
相
手
方
と
の
間
に
お
け
る
非
清
算
店
頭
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
潜
在
的
損
失
等
見
積
額
（
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
潜
在
的
損
失
等
見
積
額
（
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長

官
に
届
け
出
た
定
量
的
計
算
モ
デ
ル
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
金
融
庁
長

官
に
届
け
出
た
定
量
的
計
算
モ
デ
ル
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
金
融
庁
長

官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
相

官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
当
該
相

手
方
か
ら
預
託
等
が
さ
れ
て
い
る
当
初
証
拠
金
の
時
価
（
当
初
証
拠
金
が

手
方
か
ら
預
託
等
が
さ
れ
て
い
る
当
初
証
拠
金
の
時
価
（
当
初
証
拠
金
が

第
十
項
に
規
定
す
る
資
産
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
一
項

第
九
項
に
規
定
す
る
資
産
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
項
に

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
当
該
資
産
に
係
る
代
用
価
格
を
い

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
当
該
資
産
に
係
る
代
用
価
格
を
い
う

う
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
及
び
当
該
相
手
方
に
預
託
等

。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
及
び
当
該
相
手
方
に
預
託
等
を

を
し
て
い
る
当
初
証
拠
金
の
時
価
の
合
計
額
を
算
出
す
る
こ
と
。

し
て
い
る
当
初
証
拠
金
の
時
価
の
合
計
額
を
算
出
す
る
こ
と
。

［
⑴
～
⑶

略
］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

［
ロ
～
ト

略
］

［
ロ
～
ト

同
上
］
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［
二
十
二
～
三
十

略
］

［
二
十
二
～
三
十

同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
第
二
十
一
号
の
七
及
び
第
二
十
一
号
の
八
に
規
定
す
る
協
会
規
則
に

［
項
を
加
え
る
。
］

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
保
存
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
情
報
の
内
容

ロ

当
該
情
報
の
保
存
の
方
法
及
び
期
間

二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
報
告
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
情
報
の
内
容

ロ

当
該
情
報
の
報
告
の
方
法
及
び
頻
度

ハ

当
該
情
報
の
分
析
の
方
法
及
び
そ
の
結
果

三

当
該
協
会
規
則
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
内
容
を
金
融

庁
長
官
に
通
知
す
る
旨

８

第
一
項
第
二
十
一
号
の
九
の
「
特
定
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
は
、
店
頭

７

第
一
項
第
二
十
一
号
の
七
の
「
特
定
店
頭
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
」
と
は
、
店
頭

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取

引
（
同
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
が
同
項

引
（
同
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
が
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る

第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る

取
引
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
一

取
引
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
一

定
額
の
金
銭
を
授
受
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。

定
額
の
金
銭
を
授
受
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。

９

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
場
合
は
、

８

［
同
上
］

当
該
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
一
又
は
複
数
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の
取
引
を
、
当
該
措
置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
含
め
る
こ

と
（
当
該
一
又
は
複
数
の
取
引
を
当
該
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相

手
方
と
の
間
で
継
続
し
て
含
め
る
場
合
に
限
る
。
）
が
で
き
る
。

一

第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
に
掲
げ
る
措
置

次
に
掲
げ
る
取
引

一

第
一
項
第
二
十
一
号
の
八
に
掲
げ
る
措
置

次
に
掲
げ
る
取
引

イ

店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
商
品
取
引
清
算
機
関
（
商
品
先
物
取

イ

店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
商
品
取
引
清
算
機
関
（
商
品
先
物
取

引
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
又

引
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
又

は
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
外
国
に
お
い
て
商
品
取

は
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
外
国
に
お
い
て
商
品
取

引
債
務
引
受
業
（
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
債
務
引
受
業
を

引
債
務
引
受
業
（
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
債
務
引
受
業
を

い
う
。
）
と
同
種
類
の
業
務
若
し
く
は
同
法
第
百
七
十
条
第
一
項
に
規
定

い
う
。
）
と
同
種
類
の
業
務
若
し
く
は
同
法
第
百
七
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
業
務
と
同
種
類
の
業
務
を
行
う
者
が
債
務
を
負
担
す
る
も
の
を
除
く

す
る
業
務
と
同
種
類
の
業
務
を
行
う
者
が
債
務
を
負
担
す
る
も
の
を
除
く

。
次
号
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

。
次
号
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

ハ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
た
時
（
以
下
こ
の
項
、
第
十

ハ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
た
時
（
以
下
こ
の
項
、
第
十

二
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
「
基
準
時
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
「
基
準
時
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
第
十

二
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
取
引

一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
取
引

ニ

一
括
清
算
（
金
融
機
関
等
が
行
う
特
定
金
融
取
引
の
一
括
清
算
に
関
す

ニ

一
括
清
算
（
金
融
機
関
等
が
行
う
特
定
金
融
取
引
の
一
括
清
算
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
括
清
算
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、

る
法
律
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
括
清
算
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、

第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
四
十
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
百
四
十

第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
、
第
百
四
十
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
百
四
十

三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
約
定
を
し
た
基
本
契
約
書
（
同

三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
約
定
を
し
た
基
本
契
約
書
（
同

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
基
本
契
約
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
基
本
契
約
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第

百
四
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

百
四
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
取
引
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
基

。
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
取
引
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
基

本
契
約
書
に
基
づ
き
第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
の
措
置
に
係
る
非
清
算
店

本
契
約
書
に
基
づ
き
第
一
項
第
二
十
一
号
の
八
の
措
置
に
係
る
非
清
算
店
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頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

二

第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
一
に
掲
げ
る
措
置

次
に
掲
げ
る
取
引

二

第
一
項
第
二
十
一
号
の
九
に
掲
げ
る
措
置

次
に
掲
げ
る
取
引

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

基
準
時
に
お
い
て
第
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
取
引

ニ

基
準
時
に
お
い
て
第
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
取
引

ホ

一
括
清
算
の
約
定
を
し
た
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
取
引

ホ

一
括
清
算
の
約
定
を
し
た
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
取
引

（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
第
一
項
第
二
十

（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
第
一
項
第
二
十

一
号
の
十
一
の
措
置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
て

一
号
の
九
の
措
置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
て
い

い
る
場
合
に
限
り
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

る
場
合
に
限
り
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

［
略
］

９

［
同
上
］

10

［
略
］

［
同
上
］

11

10

第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
の
規
定
は
、
基
準
時
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

第
一
項
第
二
十
一
号
の
八
の
規
定
は
、
基
準
時
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

12

11

ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
に
規
定
す

五

金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
二
十
一
号
の
八
に
規
定
す

る
措
置
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
法
令
に
準
拠
す
る
こ
と
そ
の

る
措
置
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
法
令
に
準
拠
す
る
こ
と
そ
の

他
の
事
情
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
公
益
に
反
し
又

他
の
事
情
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
公
益
に
反
し
又

は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と

は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と

し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引

し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引

第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
一
の
規
定
は
、
基
準
時
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の

第
一
項
第
二
十
一
号
の
九
の
規
定
は
、
基
準
時
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

13

12

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
一
に
規
定

五

金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
二
十
一
号
の
九
に
規
定
す
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す
る
措
置
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
法
令
に
準
拠
す
る
こ
と
そ

る
措
置
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
外
国
の
法
令
に
準
拠
す
る
こ
と
そ
の

の
他
の
事
情
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
公
益
に
反
し

他
の
事
情
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
公
益
に
反
し
又

又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と

と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引

し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引

（
控
除
す
べ
き
固
定
資
産
等
）

（
控
除
す
べ
き
固
定
資
産
等
）

第
百
七
十
七
条

法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
そ
の
他
の

第
百
七
十
七
条

［
同
上
］

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
科
目
そ
の
他
の
も
の
で
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

流
動
資
産
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

三

［
同
上
］

イ

預
託
金
（
顧
客
分
別
金
信
託
、
顧
客
区
分
管
理
信
託
、
商
品
顧
客
区
分

イ

預
託
金
（
顧
客
分
別
金
信
託
、
顧
客
区
分
管
理
信
託
、
商
品
顧
客
区
分

管
理
信
託
、
当
初
証
拠
金
（
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
一

管
理
信
託
、
当
初
証
拠
金
（
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
九
ニ

ニ
の
規
定
に
よ
る
信
託
の
設
定
又
は
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
管
理
さ

の
規
定
に
よ
る
信
託
の
設
定
又
は
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
管
理
さ
れ

れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
十
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
十
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る

る
外
国
に
お
け
る
当
初
証
拠
金
に
相
当
す
る
も
の
、
前
条
第
一
項
第
七
号

外
国
に
お
け
る
当
初
証
拠
金
に
相
当
す
る
も
の
、
前
条
第
一
項
第
七
号
ロ

ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平

に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成

農
林
水
産
省

農
林
水
産
省

成
十
七
年

令
第
三
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

十
七
年

令
第
三
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

経
済
産
業
省

経
済
産
業
省

に
よ
る
預
託
金
を
除
く
。
）

よ
る
預
託
金
を
除
く
。
）

［
ロ
～
ホ

略
］

［
ロ
～
ホ

同
上
］

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
三
十
一
年
内
閣
府
令
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 14 -

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る

金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（

金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（

次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
元
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
一
日

の
間
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府

ま
で
の
間
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内

令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
と
い
う

閣
府
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
と

。
）
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

い
う
。
）
第
百
十
七
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
（
新
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二

２

金
融
商
品
取
引
業
者
（
新
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二

十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
四
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
を
い
う
。

十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
四
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
を
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新

）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号

、
新
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十

の
四
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
号
の
四
か
ら
第
二
十
一
号
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



- 15 -

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
令
和
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
七
及
び
第
二
十
一
号
の
八
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
八
年
内
閣
府
令
第
二
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一

（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一

号
の
十
及
び
第
二
十
一
号
の
十
一
の
規
定
の
適
用
に
係
る
経
過
措
置
）

号
の
八
及
び
第
二
十
一
号
の
九
の
規
定
の
適
用
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二

十
一
号
の
十
及
び
第
二
十
一
号
の
十
一
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
一
日

十
一
号
の
八
及
び
第
二
十
一
号
の
九
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
（

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第

取
引
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二

二
十
一
号
の
十
に
規
定
す
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下

十
一
号
の
八
に
規
定
す
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
こ

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
金
融

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
商

商
品
取
引
業
者
等
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。

品
取
引
業
者
等
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い

い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

措
置
を
講
じ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

置
を
講
じ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

号
に
定
め
る
一
又
は
複
数
の
取
引
（
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
か

に
定
め
る
一
又
は
複
数
の
取
引
（
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
第
二
号
ロ
か
ら

ら
ホ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
、
当
該

ホ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
、
当
該
措

措
置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
含
め
る
こ
と
（
当
該
一
又
は

置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
含
め
る
こ
と
（
当
該
一
又
は
複

複
数
の
取
引
を
当
該
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
と
の
間
で
継

数
の
取
引
を
当
該
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
と
の
間
で
継
続

続
し
て
含
め
る
場
合
に
限
る
。
）
が
で
き
る
。

し
て
含
め
る
場
合
に
限
る
。
）
が
で
き
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十

一

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十

一
号
の
十
に
掲
げ
る
措
置

次
に
掲
げ
る
取
引

一
号
の
八
に
掲
げ
る
措
置

次
に
掲
げ
る
取
引
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イ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
取
引
及
び

イ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
取
引
及
び

次
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十

次
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十

三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
取
引
に
限
る
。

三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
八
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
取
引
に
限
る
。

）

）

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

ニ

一
括
清
算
（
金
融
機
関
等
が
行
う
特
定
金
融
取
引
の
一
括
清
算
に
関
す

ニ

一
括
清
算
（
金
融
機
関
等
が
行
う
特
定
金
融
取
引
の
一
括
清
算
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
括

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
括

清
算
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
約
定
を
し

清
算
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
約
定
を
し

た
基
本
契
約
書
（
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
基
本
契
約
書
を
い
う

た
基
本
契
約
書
（
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
基
本
契
約
書
を
い
う

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る

取
引
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
金
融
商
品

取
引
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
金
融
商
品

取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
十

取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
八

の
措
置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に

の
措
置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に

限
り
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

限
り
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

二

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十

二

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十

一
号
の
十
一
に
掲
げ
る
措
置

次
に
掲
げ
る
取
引

一
号
の
九
に
掲
げ
る
措
置

次
に
掲
げ
る
取
引

イ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
取
引
及
び

イ

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
取
引
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引

す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
一
の

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
九
の
規

規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
取
引
に
限
る
。
）

定
が
適
用
さ
れ
な
い
取
引
に
限
る
。
）

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

ホ

一
括
清
算
の
約
定
を
し
た
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
取
引

ホ

一
括
清
算
の
約
定
を
し
た
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
取
引
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（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
金
融
商
品
取
引

（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
金
融
商
品
取
引

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
一
の

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
九
の
措

措
置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限

置
に
係
る
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
り

り
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
を
除
く
。
）

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
十
三
項
の
規
定

３

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
兆
千
億
円
」
と
あ
る
の
は
、
施
行
日
か
ら

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
兆
千
億
円
」
と
あ
る
の
は
、
施
行
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
四
百
二
十
兆
円
」
と
、
同
年
九

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
四
百
二
十
兆
円
」
と
、
同
年
九

月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
三
百
十
五
兆
円
」
と

月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
三
百
十
五
兆
円
」
と

、
同
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
二
百
十
兆
円

、
同
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
二
百
十

」
と
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
百
五
兆

兆
円
」
と
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は

円
」
と
す
る
。

「
百
五
兆
円
」
と
す
る
。

（
証
拠
金
の
預
託
等
に
係
る
経
過
措
置
）

（
証
拠
金
の
預
託
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

当
分
の
間
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条

第
三
条

当
分
の
間
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条

第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
中
「
相
手
方
に
貸
付
又
は
預
託
（
以
下
こ
の
号
及
び

第
一
項
第
二
十
一
号
の
八
中
「
相
手
方
に
貸
付
又
は
預
託
（
以
下
こ
の
号
及
び

次
号
に
お
い
て
「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
」
と
あ
る
の
は
、
「

次
号
に
お
い
て
「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
」
と
あ
る
の
は
、
「

相
手
方
に
貸
付
若
し
く
は
預
託
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
差
入
（
以

相
手
方
に
貸
付
若
し
く
は
預
託
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
差
入
（
以

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
」
と

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
」
と

す
る
。

す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


